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はじめに 
 

 

アスベストは、絶縁性や耐熱性などの物理化学的特長を有することから、様々な工業

用原料や建築物等の建築材料に使用されてきました。 

日本では1960年（昭和35年）代から使われ始め、1970年（昭和45年）頃から1990年

（平成２年）にかけては、最も多くのアスベストが建材として鉄骨や天井等に使用され

ました。札幌でも同様に使用され、当時に建設された建築物等が築後30年以上経過して

いることから、今後これらの老朽化による解体工事が増加することが予想されていま

す。 

アスベストの繊維はとても軽くて空気中に舞い上がりやすく、これを吸い込むことに

より長い潜伏期間を経て、中皮腫や肺がん等を発病することが知られています。このた

め、アスベストが使用されている建築物等の解体・改修工事時には、アスベストの大気

環境中への飛散防止対策を徹底して行わなければなりません。 

本マニュアルは、アスベスト除去等工事（特定粉じん排出等作業）を実施するにあ

たって特に注意すべき事項をまとめたものです。 

なお、当該作業の方法等を全て網羅しているわけではありませんので、実際に作業を

実施するにあたっては、本マニュアル内で紹介する各種テキストやマニュアル等を参照

するようお願いします。 
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直近の改定内容 
 

時期 内容 

平成18年９月 ●初版 

令和３年４月 
●令和３年４月に施行された改正大気汚染防止法の内容を反映しました。 

●全体の体裁を整理しました。 

令和４年４月 

●事前調査結果の札幌市への報告方法を追記しました。 

●各種様式の作成例と記載例を更新しました。 

●軽微な文言修正を行いました。 

令和７年８月 

●令和８年１月１日に施行される大気汚染防止法施行規則等及び設計図書そ

の他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に

行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者（令和２年10

月環境省告示第76号）の一部改正を反映しました。 

●軽微な文言修正を行いました。 

令和８年３月 
●令和８年１月に施行された工作物の資格者による事前調査の義務化に係る

部分を反映しました。 
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